
北海道自転車条例の普及啓発に係る取組について

平成29年度

フォーラム
の開催

複合的なメディア
を活用した総合的

な広報の実施

平成30年度

４月 ５月

○ポスター、チラシ作成
【配付先(～Ｈ29.3)】
各市町村、各振興局、警察、
交通安全関係団体、自転車
軽自動車商業協同組合加盟店等

＜自転車月間の取組＞
○包括連携協定を締結している企業
等へのポスター掲示（ｾｺﾏ､ｺｰﾌﾟ､ｲ
ｵﾝ､ｱﾘｵ､ﾌｧﾐﾏ､郵政）

○北海道広報、ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾚｼｰﾄへの
掲載

○街頭大型ﾋﾞｼﾞｮﾝ放送(チカホ等）
○セコマ店内放送 など

条例策定の周知

自転車月間

７月

条例趣旨の周知

【自転車条例の基本理念】
・環境への負荷の低減 ・災害時の交通機能の維持 ・道民の健康の増進
・自転車利用者及び歩行者の安全確保 ・サイクルツーリズムの振興

○道民及び観光旅客等に対する自転車の活用等に関する普及啓発

３月

普及啓発をより効果的に実施するため、複合的なメディアを活用し
た総合的な広報をプロポーザル委託業務として実施

○自転車損害賠償保険等への加入促進に関する普及啓発

10月

＜自転車月間の取組＞
○北海道内におけるサイクルツーリ
ズムの推進に向けた取組等を広く
ＰＲ

・開催場所：札幌市内
・主催：北海道開発局・北海道

自転車の活用促進に
向けた取組

○条例策定初年度であることを踏まえ、
自転車を活用した取組のキックオフイ
ベントの位置付けで、サイクルイベン
ト等とタイアップして実施予定
・開催場所：札幌市を含む道内

３か所程度

基本的な考え方

４月１日に施行された北海道自転車条例の趣旨等を啓発資材の配付や広報媒体等を通じて、広く道民及び観光旅客等に対し、周知を図ると
ともに、サイクルツーリズムの振興などの取組の担い手の機運醸成や広域連携の促進等につながる取組を展開

自転車の活用促進に向けた機運醸成

資料４


